
【導入】 
1999年8月28日、この世に生を受けた私、重田李玖。 
出産後に私の両親は出生届を提出。 
これによって、私は無事　戸籍に登録されたのです。 
 
戸籍というのは、このように（見せる）たった一枚の紙切れにすぎません。 
しかし、このたった一枚の紙切れが、私たちの教育、健康保険などの生活に必要なサービス
を受けることを可能にしています。 
 
幸い、両親の届け出により、無事に私の戸籍が作成され、私は20年間　何不自由なくここ
まで生きてきました。 
 
ここにいる皆さんも、もれなく、戸籍に登録されたうちの１人ではないでしょうか。 
 
しかし、世の中には、この戸籍を持たない人、いわゆる無戸籍者が存在しているのです。 
 
本弁論では、無戸籍問題の被害と、その解決を訴えます。 
 
 
【現状】 
無戸籍者とは、文字通り、戸籍を持たない人のことです。 
司法統計から、無戸籍者は全国に少なくとも１万人いると推計されています。 
 
彼らが持っていない「戸籍」は非常に重要なものです。 
 
 
日本において、健康保険、年金など社会保障制度はこの戸籍を基礎としています。 
われわれの生活は、戸籍制度があってこそのものなのです。 
 
しかし、我々が当たり前に受けているサービスの数々は、戸籍がない彼らにとっては手の届
かないものとなっています。 
彼らは、「戸籍がない」ただそれだけでいくつもの大きな壁に直面し、私たちには想像もつ
かないような人生を送っているのです。 
 
最初の壁は生まれてすぐに現れます。 
乳児は、健やかに成長するために、乳幼児健康診査を受けます。 
しかし、戸籍を持たない彼らは、これを受けることができません。 
 
また、彼らは健康保険に加入出来ません。 
そのため、病気になっても医療機関に行く負担が大きくなります。 
通常、病院での医療費負担は健康保険に入っていれば３割。 
しかし、彼らは医療費を全額負担しなければなりません。 
 
次にぶつかる壁は、小学校に上がる際に存在します。 
彼らは、義務教育の案内が届かないため、小学校に通うことが難しくなります。 
 
そして大人になってからも壁は続きます。 
専門資格、自動車免許などの取得も、戸籍がないことによって妨げられます。 
さらに、携帯電話の契約、銀行口座の開設などの民間サービスも利用できません。 
これらのことによって、彼らは、安定した職に就くことは難しく、結果的に生活が苦しくな
るのです。 



 
このように、彼らは戸籍がないことにより人生で多くの壁にぶつかるのです。 
 
 
では、なぜ彼らは無戸籍になってしまうのでしょうか。 
そもそも戸籍というのは、出生届が提出されることで登録されるものです。 
そのため、親は、子どもが生まれてから14日以内に届け出をしなければなりません。 
しかし、この時、親が出生届を提出しない場合があります。 
 
その原因となるのが「嫡出推定制度」です。 
この制度は、子どもが生まれた際、母親の夫を戸籍上の父親とする制度のことをいいます。 
子どもの父親を早期に確定し、子どもの権利を守るために作られました。 
 
しかし、この制度には大きな穴が存在します。 
それは血の繋がった父親以外が、父親として戸籍に登録されるケースがあることです。 
 
例えば、夫婦が離婚協議中で、妻がほかの男性との子どもを妊娠した場合です。 
この場合、血の繋がっていない夫が父親として戸籍に登録されてしまいます。 
 
また、離婚して300日以内に出産した場合にも、血縁関係のない人物が父親として戸籍に登
録されてしまうことがあります。 
 
このように、血縁上の父親ではない人物が戸籍に登録されてしまうため、心理的抵抗から母 
親が出生届を提出できないのです。 
 
この瞬間、”戸籍を持たない”子どもが社会に出現します。 
 
法務省によれば、現在発生している無戸籍者の約8割、年間3000人が、この嫡出推定制度が
原因で生まれています。　 
 
 
では、新たに戸籍を作ればよいのでは、と思うかもしれません。 
実際に、裁判を経ることで、本当の父親との戸籍を作ることが可能な場合もあります。 
　　　　　　 
しかし、無戸籍者の多くが、戸籍を作成することができていません。 
 
それは、裁判に、前の夫が関与することが必要だからです。 
裁判や調停では、前の夫との間で親子関係がないことの確認が行われますが、DVを受けて
いたり、連絡が不可能であるなどの理由から、協力を得られないケースが往々にしてあるの
です。 
このような場合、新たな戸籍を作成するための手続きが一向に進みません。 
事実、2017年中に無戸籍者が起こした裁判・調停の申し立てのうち、約4割に当たる1131件
で戸籍の作成ができませんでした。 
 
現在の制度では、一度無戸籍になってしまうと戸籍を新たに持つということは非常に困難に
なっているのです。 
 
 
このような状況に対し、各自治体が対策として特例措置を設けている場合があります。 
この特例措置では、例えば、戸籍がなくとも義務教育を受けることができたり、住民票の作
成が可能になる場合があります。 



 
しかし、住民票の作成を例にとっても、まず裁判所への申し立てに多くの時間と費用がかか
ります。 
そのうえ、最終的には各自治体のトップによる審査があるため、認定基準が自治体ごとに異
なっているのが現状です。 
また、そもそも自治体の窓口へ相談しても対応してもらえなかったり、誤った対応をされて
しまうことが現実にあります。 
 
さらに、参政権の行使など、その重要性から特例措置の適用ができないものもあります。 
また、民間での契約行為や就職などについては行政では対応できません。 
 
このように特例措置だけで、無戸籍者を救うことは難しいのです。 
そしてなにより、戸籍がない状態そのものは解消されないままなのです。 
 
【問題点】 
無戸籍者の受ける苦しみ、それは想像を絶するものに違いありません。 
 
その苦しみの根源が彼ら自身にあるのならば、自己責任、ということになるでしょう。 
しかし、現実はそうではないのです。 
彼らは気付いたときには無戸籍。 
特殊な事情を抱えた家庭に生まれた、ただそれだけが理由で。 
私はこれを見過ごすことができません。 
 
 
【理念】 
私の理想は、戸籍がないことによって苦しむ人がいない社会です。 
そのためには、まず、無戸籍になる人がこれから新しく生まれないようにしなければなりま
せん。 
また、今いる無戸籍者が戸籍を持てるようにすることも必要です。 
そうすることで、彼らは戸籍を持つ人と同じように行政サービスを利用でき、当たり前の生
活を送れるようになるのです。 
 
 
【方向性】 
では、なぜこうした事態が起こるのでしょうか？ 
それは、時代に合った、制度の”アップデート”がされていないからです。 
 
嫡出推定は１２０年も昔、制度が整えられた当時から形を変えていません。 
一方で、結婚や出産に関する価値観や、親の状況も大きく変わり、当時は想定されなかった
親子の形が存在しています。 
さらに技術の進歩によって、”推定”ではない、科学的根拠に基づいて親子関係を判定するこ
ともできるようになったのです。 
 
明治に作られた、子どもを守るための制度が、結果として子どもたちを苦しめている。 
だからこそ令和の今、人々の生活に合わせて、制度を変えるべきなのです。 
 
 
【プラン】 
そこで、私は一点のプランを提案します。 
それは、DNA鑑定により判明した血縁上の父親を、戸籍に登録する制度です。 
 



現在、嫡出推定制度により、子どもの父親は自動的に決定されてしまいます。 
そこで民法を改正し、子どもの父親をDNA鑑定に基づいて決定できるようにします。 
具体的には、役所へ出生届を提出する段階で、DNA鑑定などの科学的な証明があれば、子
どもを血のつながった父親の子供として戸籍に登録できるようにします。 
　 
これにより、妻は前の夫の協力なしで、子どもの戸籍を作ることができるようになります。 
よって、嫡出推定制度により出生届を出したくても出せないという事態を防ぎ、無戸籍者の
発生を抑えることができるのです。 
 
さらに、この策によって、現在無戸籍である人々の救済も可能です。 
 
実は、期間が過ぎていたとしても、出生届を提出することはできます。 
DNA鑑定によって、今の夫との血縁関係を証明し、出生届を提出すれば、彼らは問題なく
戸籍を手に入れることができ、 
今いる無戸籍者も助けることができるのです。 
 
 
 
【締め】 
数か月前　新聞を読んでいると無戸籍問題の特集がありました。 
こんな人がこの国にいるんだ。 
私は、衝撃を受けました。 
それと同時に、この問題を一人でも多くの人に知ってもらいたい。 
こうした思いも芽生えました。 
そして、幸運にも私には弁論という手段がありました。 
無戸籍者は声を上げることができない。 
だからこそ、私が弁論という手段で彼らに代わって声を上げるのです。 
 
無戸籍問題が解決されることを願って本弁論を終了いたします。 
ご清聴ありがとうございました。 
 
 


